
船舶事故等調査報告書 

平成２６年８月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４門第１３号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年１月２４日（金） １２時１０分ごろ 

発生場所 鹿児島県枕崎市枕崎港南方沖 

 枕崎港沖防波堤東灯台から真方位１５２°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３１°１５.０′ 東経１３０°１７.６′） 

事故等調査の経過  平成２６年２月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第十豊
ほう

徳
とく

丸、１９トン 

   ＫＧ２－１０１（漁船登録番号）、うえむら漁業生産組合 

Ｂ モーターボート 光洋
みつひろ

丸、０.５トン 

   ２９５－３３４４７鹿児島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

損傷 Ａ なし（左舷船首部に塗装片付着） 

Ｂ 船首部設置の木製渡板が破損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか２人が乗り組み、船長Ａが操舵室の椅子に腰を

掛け、自動操舵によって約８.６ノットの対地速力で枕崎港南方沖を

通過し、北進して枕崎港に入港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、枕崎港南方沖で船首を東に向け

て錨泊して釣り中、平成２６年１月２４日１２時１０分ごろＡ船の左

舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ｂは、Ａ船が停止せずに枕崎港に入港したので、１１８番通報

した後、自力航行して水揚げ中のＡ船に衝突したことを告げた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、船首部が浮上して船首方の死角（視界が制限される状態）

が生じていた。 

 船長Ａは、水揚げ準備に取り掛かる乗組員に注意を向け、前方をよ

く見ていなかった。 

 Ｂ船は、黒球を掲げていた。 

 船長Ｂは、船尾で釣りをしており、衝突直前に接近するＡ船に気付

き、船外機を後進とした。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 



分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、枕崎港南方沖を北進中、船長Ａが、水揚げ準備に取り掛か

る乗組員に注意を向け、船首方の死角を補う見張りを適切に行ってい

なかったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、枕崎港南方沖で錨泊して釣り中、船長Ｂが、釣りを行って

いたことから、衝突直前に接近するＡ船に気付き、船外機を後進とし

たものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、枕崎港南方沖において、Ａ船が北進中、Ｂ船が錨泊して

釣り中、船長Ａが見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが釣り

を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中に船首方の死角が生じる場合は、船首を左右に振るなどし

て死角を補う見張りを適切に行うこと。 

 ・錨泊中は、常時、見張りを適切に行い、接近する他船を視認した

ときは、必要に応じて有効な音響による注意喚起信号を行うこ

と。 

 


